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羽咋市立羽咋小学校 



はじめに 本校と校区の現状 

 

羽咋小学校危機管理マニュアルの前提として、学校と校区の現状を以下のとおり確認する。 

 

（１）校舎及び体育館：昭和５２年完成、平成１３年に大規模改修を完了しており、倒壊等の危険

性は低い。令和６年能登半島地震では、基礎及び外壁にひび割れ等見られたが大きな被害は

なかった。 

 

（２）校地：硬い地盤の上にあり、令和６年能登半島地震においても液状化等も見られず被害は少

なかった。海抜７．１ｍで津波や内水の想定外地域となっており、避難場所に位置付けられ

ている。しかしながら、西に約１㎞の位置に千里浜海岸があり、大津波発生時には短時間で

の対応が必要である。 

 

（３）校区：北に約２㎞、南に約１㎞。自転車利用やスクールバス利用などはなく、比較的近距離

で徒歩通学可能となっている。校区北側に位置する羽咋川河口の北新、大川町や島出町、川

沿いの本町、的場町は津波の要避難区域となっているとともに、内水においても１ｍを超え

る地域となっており、令和６年能登半島地震では、これらの地域を中心に液状化現象が発生

し、道路や家屋に多くの被害が見られた。一方、校区南側に位置する千里浜町、中央町は津

波の避難区域外となっており、地震被害も少ない地域であった。しかし、長者川沿いの御坊

山町では液状化現象が発生し、道路や家屋に被害が見られた。 

 

（４）令和６年能登半島地震：震度５強（推定震度６弱）を観測した。津波の被害はなかった。発

災時に校舎・体育館等にも大きな被害はなく、防火扉が閉まる等の安全装置の作動は見られ

たものの、図書の落下、棚や大型モニターの転倒もほとんど見られなかった。近隣移設であ

る市役所、羽咋中学校が避難施設となったため、本校児童の安否確認と校区の被害状況確認

等の対応を行った。校区全体の水道が止まったため、復旧前に受水槽、高架水槽の洗浄を実

施し、令和６年１月９日の新学期を迎えた。 

 

（５）想定すべきハザード：羽咋市ハザードマップ、これまでの注意喚起等を参考に 

   ・大雨や台風、長雨の際には、校区において土砂災害、洪水、内水の危険性がある。下校ル

ートが冠水する可能性がある。 

    土砂災害…本町、大川、島出、的場、東川原、釜屋、御坊山、松ケ下 

    洪  水…本町、大川、島出、的場、東川原、釜屋、御坊山、松ケ下 

内  水…北新、大川、島出、的場、東川原、松ケ下、千里浜の一部 

   ・地震ハザードマップでは校区全域で震度６強が想定されている。液状化現象の見られた地

域では、塀や電柱が倒れる、マンホール、アスファルトの隆起などが見られた。 

   ・校区全域が志賀原子力発電所の２０㎞の UPZ圏内に位置している。 

   ・これまでに校区内でイノシシ、サル等の目撃があり集団下校等の対応を行っている。 



／ 



１ 火災

（１）連絡・通報

火災を発見したものは、職員室に連絡するとともに消防機関１１９に通報する。

（２）避難命令

校長は、速やかに状況を把握し､ 児童の行動を迅速かつ的確に指示する。

① 避難場所・避難経路の決定及び避難状況の把握

② 各種災害を判断し自衛消防活動上必要な指揮、命令

③ 消防隊との密接な連携

（３）避難指示

教頭（事務職員）は、放送設備を活用し、次の放送文例により緊急放送を行う。

① 授業中の場合

「火災発生、○棟○階○教室より出火、○経路で

全員運動場○○側に避難しなさい。」

② 休憩中の場合

「火災発生、○○より出火。教室にいる者は先生がすぐ行きますから教室で静

かに待ちなさい。校舎内にいる者は、すぐに教室へ入りなさい。校庭にいる

者は、運動場○○側に集まりなさい。」

（４）基本行動

全職員及び児童は、放送終了後、下記のとおり速やかに行動する。

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

① すべての行動を止め、静かに放送を ① 授業担当者は、放送終了後、児童を
聞く。 連れて運動場へ避難する。

② 放送終了後、速やかに行動を開始す ② 空き時間の学級担任は運動場へ行っ
る。→教師の指示を受け、行動する。 て児童を掌握する。出席簿を持って出る。

③「押さない」「駆けない」「しゃべら ③ 校舎内点検者は、校舎内（トイレ等）
ない」を守り、口にハンカチ等を当て に児童がいないかを点検する。※注１
て避難する。 ④ 防火扉、シャッターの非常口の扱い

④ 校舎内は早足、校舎外に出たらかけ 方の指導をする。防火扉のドアに手を
足。 はさまないよう、またつまずかないよ

⑤ カバン等の持ち物は一切持たず、内 う足下にも気をつける。
履きのまま避難する。 ⑤ 校舎外では、かけ足で行動し、避難

⑥ 廊下で他の学年の列とぶつかった場 場所に整列させ人員点呼を行い、学校
合低学年を先に行かせる。 長に報告する。 ※注２

⑥ 事務職員は、緊急時児童引き渡しカ
ードを持って避難する。

※注１ 校舎内点検者 Ａ棟・体育館（級外）、Ｂ棟（級外）、Ｃ棟（級外）、
Ｄ棟（級外）を基本とする。避難訓練は指定しておく。

※注２ 避難報告 各学級担任 → 学年代表 → 校長
特別支援学級担任 → 特別支援学級代表 → 校長
校舎内点検者 → 校長
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（５）避難経路（※ ９ 避難経路図 参照）

Ａ経路（出火場所がＡ・Ｂ・Ｃ棟・体育館の場合）

Ｂ経路（出火場所がＤ棟の場合）

（６）避難場所

避難場所の集合隊形

場所：運動場の南側向き（道路に向かって）

～～～～～～道 路～～～～～～～ 校門（正門）

校長

６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 特学

（基本隊形）

（７）初期消火

初期消火係（級外教諭）は、火災発生の覚知と同時に発生場所に急行し、屋内消火

栓及び消火器等を使用し、延焼拡大防止を主眼とした消火活動を行う。

（８）応急救護活動

養護教諭は、次の活動を行う。

① 避難場所と併設し救護所を設定する。

② 負傷者の応急処置を行うとともに、学年、氏名、負傷程度等の必要事項を校長に

報告する。

③ 救急隊到着時は、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者を速やかに搬送できるよう

に努める。

（９） 組織分担

連絡通報 放送係 （教頭）（事務）

避難場所 明示係 （校長）

総括 校 長 避難誘導 授業担当者

非常搬出 教頭・級外教諭

救 護 避難場所での救護（養教）
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２ 地震・津波

（１）避難命令

校長は、速やかに状況を把握し､ 避難基準に基づき、児童の行動を迅速かつ的確に

指示する。

① 避難開始時期・避難場所の決定

② 避難状況の把握

【避難基準】

警 報 等 避難場所 避難要項

地 震（津波警報が出ていない） 運動場 避難要項(２)－１

津波警報 (1m,2m) 校舎３階（屋上） 避難要項(２)－２

大津波警報(3m,4m,6m,8m,10m) 羽咋中学校 避難要項(２)－３

（２）－１ 避難要項（津波警報が出ていない場合）

① 避難指示

教頭（事務職員）は、放送設備を活用し、次の放送文例により緊急放送を行う。

「地震です。地震です。あわてないで、それぞれの場所で頭を守りながら体を伏せな

さい。」

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

ア 教室及び特別教室にいるときは、ただ ア 授業担当者は、廊下側出口を開け、

ちに机の下に身を入れ頭を守る。 避難経路を確保する。

イ 廊下、体育館にいるときは、中央に寄

り頭を守り身を伏せる｡

ウ 便所にいるときは、ドアを開き、その

場で地震の終わるのを待つ。

エ 校庭にいるときは、校舎から離れ、頭

を守って身を伏せる｡

「余震がおさまりました。Ａ経路で、運動場の赤い旗の立っている場所へ避難しなさい。」
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② 基本行動

全職員及び児童は、放送終了後、下記のとおり速やかに行動する。

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

ア 放送終了後、速やかに行動を開始す ア 授業担当者は、放送終了後、児童を

る。→教師の指示を受け、行動する。 連れて運動場へ避難する。

イ「押さない」「駆けない」「しゃべら イ 空き時間の学級担任は運動場へ行っ

ない」を守り、避難する。 て児童を掌握する。出席簿を持って出る。

ウ 校舎内は早足、校舎外に出たらかけ ウ 校舎内点検者は、校舎内（トイレ等）

足。 に児童がいないかを点検する。※注１

エ カバン等の持ち物は一切持たず、内 エ 校舎外では、かけ足で行動し、避難

履きのまま避難する。 場所に整列させ人員点呼を行い、学校

オ 廊下で他の学年の列とぶつかった場 長に報告する。 ※注２

合低学年を先に行かせる。 オ 事務職員は、緊急時児童引き渡しカ

ードを持って避難する。

※注１ 校舎内点検者 Ａ棟・体育館（級外）、Ｂ棟（級外）、Ｃ棟（級外）、

Ｄ棟（級外）を基本とする。

※注２ 避難報告 各学級担任 → 学年代表 → 校長

特別支援学級担任 → 特別支援学級代表 → 校長

校舎内点検者 → 校長

③ 避難経路（※ ９ 避難経路図 参照）

Ａ経路

④ 避難場所

避難場所の集合隊形

場所：運動場の南側（学級園前）

校長

道

６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 特学

路

（基本隊形）
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（２）－２ 避難要項（津波警報～大津波警報の場合）

① 避難指示

教頭（事務職員）は、放送設備を活用し、次の放送文例により緊急放送を行う。

「地震です。地震です。あわてないで、それぞれの場所で頭を守りながら体を伏せな

さい。」

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

ア 教室及び特別教室にいるときは、ただ ア 授業担当者は、廊下側出口を開け、

ちに机の下に身を入れ頭を守る。 避難経路を確保する。

イ 廊下、体育館にいるときは、中央に寄

り頭を守り身を伏せる｡

ウ 便所にいるときは、ドアを開き、その

場で地震の終わるのを待つ。

エ 校庭にいるときは、校舎から離れ、頭

を守って身を伏せる｡

「大津波警報が発表されました。全員大津波用経路を基本として、安全な通路

を通って、全員３階へ避難しなさい。」

② 基本行動

全職員及び児童は、放送終了後、下記のとおり速やかに行動する。

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

ア 放送終了後、速やかに行動を開始す ア 授業担当者は、放送終了後、児童を
る。→教師の指示を受け、行動する。 連れて３階へ避難する。

イ「押さない」「駆けない」「しゃべら イ 空き時間の学級担任は３階避難場所
ない」を守り、避難する。 へ行って児童を掌握する。

ウ カバン等の持ち物は一切持たず、避 ウ 後方クラスの教員は、校舎内点検者
難する。 となり、各棟各階校舎内（トイレ等）

エ 廊下で他の学年の列とぶつかった場 に児童がいないかを点検する。
合低学年を先に行かせる。 ※注１

エ 避難場所に整列させ、人員点呼を行
い、本部の校長に報告する。

※注２
オ 教頭・事務職員は、児童名簿及び緊

急時児童引き渡しカードを持って本
部へ避難する。

※注１ 校舎内点検者 Ａ・Ｂ棟１階（支援員）、Ｃ棟１～２階（図書館担当）
Ｄ棟・体育館（通級）を基本とする。避難訓練では指定。

※注２ 避難報告 各学級担任 → 学年代表 → 校長
特別支援学級担任 → 特別支援学級代表 → 校長
校舎内点検者 → 校長
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③ 避難経路・避難場所

校舎３階

※１年生は、１の１・１の２の順にＡ棟東階段で３階Ｄ棟避難場所へ。

※ひまわり１、２年生は、ひまわり１・２の１・２の２の順にＢ棟東階段で３階Ｄ

棟の避難場所へ。

※３年生は３の２・３の１の順にＡ棟西階段で３階へ行き、５年生後方へ。

※ひまわり２・３、４年生はひまわり２・３、４の２・４の１の順でＢ棟西階段で

３階へ行き、ひまわり２・３は本部付近、４年生は６年生後方へ。

※本部は、ランチルームとする。

（３）応急救護活動

養護教諭は、次の活動を行う。

ア 救護所を設定する。

イ 負傷者の応急処置を行うとともに、学年、氏名、負傷程度等の必要事項を校長

に報告する。

ウ 救急隊到着時は、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者を速やかに搬送できるよ

うに努める。

（４）組織分担

連絡通報 放送係 （教頭）（事務）

避難場所 明示係 （校長）

総括 校 長 避難誘導 授業担当者

非常搬出 教頭・級外教諭

救 護 避難場所での救護（養教）
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（５）登下校時・在校時の安全指導と保護者への引き渡し方法

① レベル１（震度４以下の地震発生時）

余震情報を確認して屋外避難や屋内待機をし、余震がおさまったら通常の下校を

行う。

② レベル２（震度５以上の大地震発生時等非常災害発生時）

ア 登下校時

・登下校時に大きな地震が発生した時は、建物から離れて立ち止まり周囲の安全

を確かめ、おさまるのを待って学校や家に向かうよう指導する。すぐに職員が

通学路にいる児童の安全を確認し、自宅へ送るか学校へ引率し、直接保護者に

引き渡す。

・自宅にいる児童の安全は電話や担任等の訪問により確認を行う。

イ 在校時

・余震情報を確認して屋外避難や屋内待機をし、余震がおさまるまで待つ。

・児童を下校させないで、学校において直接保護者へ引き渡す。緊急連絡網・緊

急時児童引き渡しカードを使用して迎えを要請する。

・職員は保護者に児童を引き渡し、引き渡しカードに時刻と保護者名、行き先等

を記録する。

ウ 校外学習時

・現地の避難場所に速やかに避難し、学校へ児童の安全を報告する。バス会社や

施設とも連絡を取り、避難位置や場所を確認して安全に帰校できるよう対応す

る。帰校後は在校時と同様に保護者に引き渡す。

③ レベル３（津波警報・大津波警報発令時）

ア 登下校時

・身体の保護、安全確認後、速やかに海岸・河川から離れ、高い所へ避難する。

・落下物・危険物を避け、コンクリート製の高い建物に入る。

・学校のすぐ近くにいる児童は、学校に避難し職員の指示に従い、校舎の３階以

上にあがる。

イ 在校時

・警報解除まで、原則として避難場所に待機させ、帰宅させない。同様に保護者

への引渡しも行わない。

・警報解除後、余震の可能性を踏まえ、安全を最優先として保護者への引き渡し

を行う。緊急連絡網・緊急時児童引き渡しカードを使用して迎えを要請する。

・大津波発生等により児童の家族や家屋に甚大な被害が生じた場合は、県・市の

危機管理課等の指示に従い、指定避難所に避難する。

・学校にとどまり、宿泊を要する場合は、Ｄ棟３階多目的室等を使用する。

ウ 校外学習時

・現地の避難場所（できるだけ高台）に速やかに避難し、学校へ児童の安全を報

告する。その後の対応はイに準じる。
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３ 原子力発電所事故

事故対策本部からの通報を受け、羽咋市の「原子力発電所事故対策マニュアル」に従

って行動する。

（１）避難命令

校長は、対策本部からの通報を受け、速やかに状況を把握し､迅速かつ的確に避難

及び避難所開設を指示する。

① 避難開始時期・避難場所の決定

② 避難状況の把握

③ 退避施設の開放

（２）避難指示

教頭（事務職員）は、放送設備を活用し、次の放送文例により緊急放送を行う。

「羽咋市災害対策本部より、志賀原子力発電所での事故のため、放射性物質が出

されたことから屋内退避の指示が出されました。児童は教室に入り、先生の指示

に従ってください。」「教室・廊下の窓を閉め、鍵をかけなさい。」

（３）基本行動

全職員及び児童は、放送終了後、下記のとおり速やかに行動する。

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

① 児童は、教室に入り、窓際 ① 授業担当者は、放送終了後、児童を教室中央
を離れ、室内中央に座る。 に座らせるとともに、教室・廊下の窓の施錠を

行い、カーテンを閉める。特別教室・体育館・
運動場にいる場合は、すぐに教室へ戻る。

② 情報担当者は、テレビのスイッチを入れ、情
報が入手できるようにする。

③ 空き時間の学級担任は教室へ行って児童を掌
握する。名簿を持って行く。

④ 校舎内点検者は、校舎内（トイレ等）に児童
がいないかを点検するとともに、窓閉め・施錠
の確認を行う。 ※注１

⑤ 学級担任は、教室で人員点呼を行い、本部（職
員室）の校長に報告する。 ※注２

※注１ 校舎内点検者 Ａ棟・体育館（級外）、Ｂ棟（級外）、Ｃ棟（級外）、
Ｄ棟（級外）を基本とする。

※注２ 避難報告 各学級担任 → 学年代表 → 校長
特別支援学級担任 → 特別支援学級代表 → 校長
校舎内点検者 → 校長
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羽咋市災害対策本部の指示により、次の避難指示を行う。

「羽咋市災害対策本部より、体育館へ避難するよう指示がありました。全校児童

は先生の指示に従い、体育館に避難してください。」

児 童 の 行 動 教 師 の 行 動

① 児童は、担任の誘導で体育 ① 担任は、放送終了後、児童を体育館へ誘導す

館中央部へ避難する。 る。避難経路は、集会時の経路とする。

② 避難の際は、ハンカチ等で口をふさぐよう指

示する。

③ 事務職員は、緊急時児童引き渡しカードを持

って避難する。

④ 学級担任は、教室で人員点呼を行い、校長

に報告する。 ※注１

⑤ 避難報告終了後、羽咋市災害対策本部へ無線

で避難終了の報告を行う。（教頭）

※注１ 避難報告 各学級担任 → 学年代表 → 校長

特別支援学級担任 → 特別支援学級代表 → 校長

校舎内点検者 → 校長

（４）避難場所

各教室（本部は職員室）

※羽咋市災害対策本部の指示により、体育館への避難の場合もある。

（５）退避施設の開放

校長は、羽咋市災害対策本部からの指示により、直ちに退避施設を開設し、以下の

業務を行う。

① 退避住民の人数等について、逐次本部に連絡し、その内容を記録する。

② 退避住民に対し、的確な情報の提供及び指示を行う。

③ 退避住民等の不安の除去及び要求等の把握に努める。

④ 本部が供給した必需物資の平等かつ能率的な給付を行う。

⑤ 退避施設及び退避住民の衛生及び健康の確保に努める。

⑥ 施設の保全、盗難防止に努める。

-9-



４－１ 不審者対応（校内）

（１）不審者侵入防止のチェック体制

段 階 具体的な方策

Ａ：校門 ・防犯カメラの設置により、不審者を確認する。

Ｂ：校門から校舎 ・来校者向けの案内を職員玄関前に掲示する。

への入口まで ・来校者の校舎の入口は、全て職員玄関とし、カメラ・マイ

ク付きインターホンでの確認を経て職員玄関を解錠する。

Ｃ：校舎への入口 ・登校時間は、７：２０～８：１０であることを各学級担任

を通じて、児童及び保護者に周知するとともに、登下校時

間の遵守を児童に徹底させるとともに、教頭が児童玄関を

７時２０分に開錠し、８時３０分に施錠する。

・担当職員が児童玄関を下校時刻に合わせて解錠し、児童下

校後に施錠する。

・来校者は、職員玄関おいて受付票に記載してから入る。

（２）定期的巡回

毎日４回、校舎内外を職員（管理職含む）が巡視し、安全を確認する。

（３）部外者を発見時の対応

① 発見者は、まず不審者かどうか確認するため用件などを聞く。曖昧なときは、さ

らに質問する。

Ｎ → 案内する。注意を怠らず距離をおいて。

○ 不審者か

Ｙ → 退去要求 付近の児童を遠ざける。職員室への連絡。

Ｙ → 見届ける。

○退去しそうか

Ｎ → 距離をとりながら、落ち着いて説得。

他の職員が来るのを待つ。

② 連絡を受けた職員室では、

・「１１０番」通報

・指示された場所へ移動するよう連絡する。（全校放送）

・他の階の男子職員は現場に急行する。（校長、教頭を含む）

携行品…さすまた、携帯電話

③ 現場では

Ｙ → 見届ける。

○退去しそうか

Ｎ → 避難についての判断、実施

Ｙ → さすまた等を使って封じ込め

○緊急性が高いか 避難についての判断、実施

Ｎ → 空き教室等へ案内し対応
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（４）突然に教室等へ侵入してきた場合の対応

① 発見者

Ｙ → 用件を聞く

○保護者か

Ｎ → 児童の安全確保、退去の説得

職員室へ連絡

Ｎ → 緊急性が

高いか Ｙ → 児童の安全確保、大声で知ら

せる、職員室へ連絡

② 連絡を受けた職員室では

・「１１０番」通報

・指示された場所へ移動するよう、全校に知らせる。（緊急放送）

・他の階の男子職員に連絡し現場に急行。（校長、教頭を含む）

携行品…さすまた、携帯電話

・直ちに、不審者の封じ込めに努める。避難についての判断、実施

（５）役割分担

全体指揮・外部との対応 校長・教頭

内部連絡・伝達 教頭・主幹教諭

保護者への連絡 教頭・主幹教諭

避難誘導・安全確保 学年主任・学級担任・授業担当者

不審者への対応 発見者・男子職員

応急手当・医療機関等 養護教諭

安否確認 （全 体） 主幹教諭

（学年・学級） 学級担任

（校 内 巡 視） 級外
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４－２ 不審者対応（登下校）

（１）事前指導等について

※児童に対する注意喚起について

・できるだけ複数で下校する。

・暗い道や人通りの少ない裏道等は、極力通らないようにする。

・声かけや誘いには応じないようにし、相手を刺激しないように対処する。

・何かあったら、商店や民家子ども１１０番の家など安全な場所に避難する。

※学校周辺の安全点検について

・下校時の安全確保について定期的に防犯の観点で、安全点検を行う。

・不審者が周辺で見られた場合は、早急に対応し、安全確保に努める。

※家庭や地域との連携について

・保護者や見守り隊の方に不審者情報をメール配信できるようにする。

・警察と見守り隊の方との意見交流会の場を設ける。

（２）不審者情報・事件の学校への第一報があった場合

【緊急対応が必要な場合】→被害者等の安全確保

※必要がない場合も警察・教委へ報告する

＜学校の取組＞

・未通報の場合は１１０番通報

・近くのボランティア等への支援要請

・現場に急行し、情報収集と整理

・教育委員会への第一報と支援要請

○負傷者がいる場合

・未通報の場合は１１９番通報

・負傷者の保護者への連絡

【不審者が確保されていない場合】→登下校の安全確保

＜学校の取組＞

・安全確保までの児童の保護と保護者への引き渡しや集団登下校

・地域住民、保護者、ボランティア、警察、教育委員会等への支援要請

○必要に応じて

・教職員等による緊急防犯パトロール

（３）事後の対応や措置（登下校時の安全対策強化）

＜学校の取組＞

・情報の整理と提供 ・保護者への説明 ・心のケア

・再発防止対策実施 ・報告書の作成 ・災害共済給付請求 等
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５ 対人対策

（１）問題発生時の処置系統

報告・連絡・相談 教育委員会
指示・指導・支援
通報・説明・協力

校 長 ＰＴＡ関係
教 頭 その他

問 題 １組担任 生徒指導主事

発 生 学級担任 生徒指導部会

関 係 児 童 職 員 会

保 護 者

各 学 級

（２）事故発生時の処理系統

教育委員会

職員室 事故発見者
校 長 室

警 察 教 頭
校 長

担 任 保 護 者
傷 救
害 急
の 処
程 置
度 保 健 室

養 護 教 諭

応急 処置

医療機関
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６ 弾道ミサイル発射に係る対応

（１）目的

弾道ミサイル発射情報を受けた場合の迅速・適切な対応

（２）基本事項

○弾道ミサイルが発射され，日本に飛来する可能性がある場合は，Ｊアラート等に

より情報伝達される。Ｊアラートにより国から，緊急情報が発信されると，これ

を受信した市町では，防災行政無線の警報が屋外スピーカー等を通じて流れるな

ど，さまざまな手段により住民へ情報が伝達される。

○携帯電話等にもエリアメール・緊急速報メールが配信される。

【１】Ｊアラートを通じて緊急情報が発信された際の対応

○弾道ミサイルが着弾した際は，爆風や破片等による危険が想定されるため，それ

らから身を守る行動をとることが必要である。

○正しい知識を身に付け，適切な避難行動をとることにより，避難を最小限にする。

（１）Ｊアラートによる情報伝達と学校における基本的な避難行動の流れ

弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け

↓

◆避難行動

【屋外にいる場合】

○近くの建物の中や地下に避難し，床に伏せて頭部を守る。

○近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか，地面に伏せて

頭部を守る。

【屋内にいる場合】

○できるだけ窓から離れ，できれば窓のない部屋に移動する。

○床に伏せて頭部を守る。

↓ ↓ ↓

日本に落下の可能性あり 日本上空を通過 日本の領海外の海域に落下

↓ ↓ ↓

【直ちに避難の呼びかけ】 ↓ ↓

直ちに◆と同じ行動をとる ↓ ↓

↓ ↓ ↓

【落下場所等についての情報】 ミサイル通過情報 落下場所等の情報

追加情報があるまで避難継続 ↓ ↓

↓ ↓ ↓

追加情報 屋内避難は解除

○不審なものには近寄らず，警察，消防，

海上保安庁に連絡する。
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（２）様々な場面における避難行動等の留意点

＜学校にいる場合＞

【校舎内の場合】

情報を受け取った際に，教室内の授業中であって，地下室や窓のない部屋にす

ぐ移動することが難しい場合は，窓からなるべく離れて床に伏せて頭部を守った

り，机の下に入って頭部を守ったりする。

【校舎外の場合】

校庭での授業中であって，近くの建物の中や地下に避難することが難しい場合

は，遮蔽物のない校庭の中心ではなく，物陰に身を隠したり，その場で地面に伏

せて頭部を守ったりする。

＜校外活動中の場合＞

計画の段階で様々な危機事象の発生を想定しておく。また，活動場所での情報

伝達方法や危機事案が発生した場合の避難について事前に確認しておく。特に，

野外活動では，携帯電話等の情報ツールの携行はもとより，情報収集の手段を確

保しておくことや，事案が発生した時の避難を念頭に置いた下見を行う。さらに，

自由行動中など，教職員がそばにいない際の避難行動や連絡手段について，事前

に指導しておく。

＜登下校中の場合＞

登下校中に入手した情報に基づき，児童等が自らの判断で冷静に行動できるよ

う，事前に指導しておく。

屋外スピーカー等から警報が発せられる場合，場所によって聞こえないことも

あるが，ミサイル発射情報はテレビやラジオ等でも伝えられるほか，緊急速報と

して携帯電話等にも配信されるので，聞こえてくる音を注意深く聞くことも大切

である。また，緊急情報を知った人が何らかの方法をとるので，周囲の人の行動

も情報のひとつである。

＜児童が自宅等にいる場合＞

安全確認が取れるまで待機し，身の安全を確保する。また，こうした行動が取

れるよう，あらかじめ指導しておく。合わせて，早朝等に発射情報が伝達された

場合，登校時間の変更や臨時休業などの学校からの情報伝達の方法や安否確認方

法も周知しておく。

（３）学校における臨時休業や授業の開始時間の判断等について

早朝等の始業前に弾道ミサイルが発射され，日本の領土・領海に落下した場合

は，落下情報に続いて追加の情報が伝達される。それ以外の場合，上空通過の情

報や領海外への落下情報が発信された場合には避難解除を意味するので，日常生
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活に戻って登校を開始する。

交通機関の運行の状況等，地域によって状況が異なることより児童への連絡方

法や連絡のタイミングなどについて，学校の対応を検討しておく。

特に，臨時休業については，Ｊアラート等を通じて緊急情報が発信された場合，

臨時休業とするか否かや登校の判断等については学校と学校の設置者との間であ

らかじめ定めておく。

【２】体制整備

（１）適切な情報伝達の仕組みと避難場所の設定等

Ｊアラートによる緊急情報が学校のどこに届くのか確認し，学校内での情報伝達の

方法も検討し，可能な限り早く共有できる仕組みを構築する。また，学校内の避難場

所を児童数を考慮し決めておき，避難訓練等を通してその場所が適切かどうかの検証

も必要である。

さらに，安全確保の方策についてあらかじめ検討・周知し，全教職員で共通理解を

図る。

（２）自治体の危機管理部局等の関係機関との連携

弾道ミサイルやテロ等に対する対応は，学校だけで対応できるものではなく，各自

治体の国民保護計画を踏まえて各学校の取組みが適切に行えるよう教育委員会等の学

校の設置者が中心となり，各自治体の危機管理部局はもとより，関係機関（警察，消

防，自衛隊等）と連携を強化し，学校への情報伝達や避難方法について情報共有を図

る。

【自治体の避難訓練と合わせた取組】

自治体が実施するＪアラートによる情報伝達を受けて，行動する避難訓練に合わ

せて学校の訓練を行う。Ｊアラートによる情報が校内でどのように聞こえるかを把

握し，教室をはじめ様々な場所での行動を確認するために効果的である。こうした

機会で，教職員の行動確認はもちろん，児童にとっても状況を判断し，身の安全を

図る場所や行動を確かめ，どこにいても自らの判断で安全確保できるようにしてお

く。

Ｊアラートを介した情報による状況の把握

⇒ 安全な場所を判断して避難

⇒ 姿勢を低くして頭部を守る

【状況に合わせた避難行動について】

正しい知識を身に付け，どのような危険から何のために避難するのか，その時の

状況によって適切に判断し，行動できるよう，さまざまな訓練を通して実践すると

ともに，振り返りを通して常に評価・改善を通して様々な危機事象を正しく理解し，

状況に応じて的確に行動できるようにする。
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７ 学校への犯罪予告・テロへの対応

（１）目的

学校への犯罪予告があった場合の迅速・適切な対応

（２）基本事項

○学校への爆破予告などの犯罪予告があった場合，警察等の関係機関と連携した

対策が求められる。

○自分の学校だけが受信している場合や近隣の学校等にも同様の予告がなされて

いる場合など，状況によっても対応は異なるが，警察の指示のもと，教育委員

会と連携し，事案に応じて適切に対応する。

【具体的対応】

○爆破予告等の情報等があった場合，児童を不安にさせない配慮をしつつ，最悪

の状況を想定し，安全を第一とした対応を行う。

○当該情報に最初に触れた教職員は，管理職等に報告し，速やかに校内で情報共

有するとともに，学校から速やかに教育委員会や警察に通報し，指示や情報を

得る。

○多くの人が集まる施設を標的としたテロが発生している現状から，学校が標的

となり得る点を踏まえ，警察等と連携した対策を行う。その際，発生する事案

の状況に応じてあらかじめ必要な状況を共有し，児童等の安全確保ができるよ

うに備える。

○学校に不審なものがないか等，以前と異なる状況を早期に発見できるよう，日

頃から学校環境を整備し，特に薬品等の備品管理を徹底するとともに，安全点

検を実施する。
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８ インターネット上の犯罪被害への対応

（１）目的

インターネット上に犯罪被害があった場合の迅速・適切な対応

（２）基本事項

○近年，児童を脅かす犯罪被害として，インターネットを介した事案が多く発生し

ており，特にＳＮＳに起因する被害は多様化・深刻化している。こうした被害を

発見した場合には，早急な対応が必要になるため，すぐに警察，法務局・地方法

務局に相談する。

〇１人１台端末の活用に伴い、情報モラル教育の計画的実践を推進する。

※情報モラル指導カリキュラム（別紙）

【学校での具体的対応】

○犯罪被害の未然防止及び問題の早期発見・被害防止のために，最新事例（警視

庁ウェブサイト等を参照）の把握や情報モラル教育の充実に努めるとともに，

被害があった場合は，警察，法務局・地方法務局にすぐに相談できるよう，日

頃から体制を構築しておく。

○保護者に対しては，児童がトラブルに巻き込まれないよう，携帯電話等の「フ

ィルタリングサービス」の必要性について指導をすることなどを通して，保護

者と児童等が一緒に考える機会を作るように案内する。

【加害者にもならない指導】

○近年，スマートフォン等の普及に伴い，手軽に写真や動画をインターネット上

に投稿することができるようになったため，児童がトラブルや犯罪に加害者と

して関わってしまう可能性が大きくなっている。

○加害者にならないよう，他者の権利を尊重し，情報社会での自らの行動に責任

を持ち，適切に判断・行動できる力を身につけさせる。

＜指導ポイント＞

◆人を傷つける書き込みは，人権侵害であり，犯罪になることもある。

◆自らの投稿で他人に損害を与えれば，損害を賠償する責任を負うこともある。
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９ 体育の授業及び運動系クラブ活動での頭頸部外傷への対応

①予防としての対応

・児童の発達段階や体力の程度に応じた適切な指導計画・活動計画を立てる。

・児童の技術レベルに相応しい活動内容を精査する。

・日頃から頭や首のけがは非常に危険であることを伝え、体育の授業や運動クラブ

活動の際は気をつけて取り組むように指導する。

・体調が悪い場合は無理をしない・させない。

・運動前の健康観察を十分に行う。

・施設・設備・用具等について継続的・計画的に安全点検を行い、正しく使用する。

②事態発生時の対応

・事態発生時、担当教諭はすぐに患者の容体を確認する。

(頭痛・吐き気・嘔吐・めまい・手足のしびれ・力がはいらない・意識の有無(一過性

含む)・話し方・動作・表情の変化の観察)

・出血の有無や頭頸部の痛み等に注意し、動かさないように留意する。

・いずれの場合も職員室・養護教諭に連絡し、緊急性の高い場合はもとより、迷った場

合は最悪の事態を想定し、すばやく救急車を要請する。

・外傷の有無に関わらず、頭部を強打した場合や意識障害がある場合は、すぐに救急車

の要請をする。

・頭部打撲がない場合・意識障害がない場合(意識回復)も安心せず、（外傷後少なくて

も24時間）安静と観察を続け、保護者に連絡し、必要な場合は医療機関を受診させる。
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10 熱中症への対応

①予防としての対応

・教職員及び児童に熱中症の症状や予防法について資料プリントや集会等で情報提供

し、熱中症の未然防止について指導する。

・夏季での体育授業前では児童の健康チェック・熱中症予防温湿度計(WBGT)による指数

を測定し、運動可能かを確認し運動の軽減・水分補給・休憩など十分な予防措置をと

る。

・運動前の体調チェックや健康観察を行い、体調が悪い児童は暑い中で無理に運動をさ

せないようにする。

・運動中、児童の体調の把握を適宜行い、体調の変化があるときは運動を中止する。

・運動中の気温や児童の様子から必要な場合は運動の軽減を行い、無理をさせない。

・時間を見て適切な水分補給・休憩を行う。

・梅雨明けや急に暑くなった時などは暑さになれるまでは短時間で軽めの運動からはじ

め、徐々に慣らしていく。

・教職員に対し熱中症の対応を含む救急救命講習会を実施する。

②事故発生時の対応

・けいれん・ふらつき・めまい・吐き気などの症状があり熱中症の疑いがある場合は、

職員室・養護教諭に直ちに連絡するとともに、応急処置(涼しい場所に避難・体の冷

却・水分補給等)を施しながら緊急性の高い状態であるかを判断し、救急車要請等の

対応をとる。迷った場合は最悪の事態を想定し、すばやく救急車を要請する。

・意識障害がある場合はすぐに、救急車を要請する。

・意識がある場合も状況に応じて速やかに救急車を要請する。
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11 食物アレルギーへの対応

①予防としての対応

・食物アレルギー対応委員会（校長・教頭・養護教諭・栄養教諭・当該学級担任）を定

期的に開催し、アレルギー対応が必要な児童に関する情報を共有し、役割分担（観察

・準備・連絡・記録、管理等）を確認し事故の未然防止策を確認する。また、職員会

議等においても共通理解及び周知を図る。

・給食時間においては、日々の受け取り、内容確認、配膳・おかわり等のルールを決め、

相互に連携し組織的に対応する。

・給食当番を行う児童にアレルギー対応の扱い方について指導する。

・学校生活管理指導表を踏まえ、日常から給食や食物・食材を扱う授業・活動、運動、

宿泊を伴う校外活動など、学校生活上の留意点に基づく取り組みを行う。

・ヒヤリハット事例や学校における食物アレルギー対応指針(石川県版)をもとに、対応

訓練や救急救命講習等の研修会を企画・実施する。

・既往症のある児童のみ発症とは限らないため、学校給食で初めて反応する事例もある

ことを理解し、対応を確認しておく。

②事故発生時の対応

・給食の誤提供やアレルギー症状の発症などが分かったら、職員室・養護教諭に直ちに

連絡するとともに、緊急性の高いアレルギー症状かどうかを判断し、エピペン使用や

救急車要請等の対応をとる。迷った場合は最悪の事態を想定し、すばやく救急車を要

請する。

・アナフィラキシーの既往がない場合も、アレルギー疾患により緊急の対応を要する症

状が現れることがある。迅速かつ適切な行動がとれるように組織的に対応を行う。
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13 交通事故対応 

 学校の活動以外での交通事故の通報を受けた場合の迅速で適切な対応 

 

（１）基本事項 

  ①日頃より、児童に対する交通安全教育に努める。 

  ②ＰＴＡや警察、地域（見守り隊、交通安全推進隊等）との連携を図る。 

  ③毎年度はじめに校区の交通安全調査（保護者アンケート）を実施する。 

 

（２）交通安全教育 

  ①交通安全教育を行い、安全面での理解を深める。 

  ②安全な道路の歩行・利用の仕方を指導する。 

   〇安全な道路の歩き方  〇安全な自転車の乗り方  〇横断歩道の渡り方 

   〇自転車用ヘルメットの着用 〇自転車保険の加入 

  ③通学路や近隣の道路の危険な箇所や交通事故にあいやすい時間帯などを理解する。 

 

（３）通報を受けた時の対応 

  ①児童の状況を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②保護者への連絡 

  ③市教育委員会への報告 

  ④事故現場の確認 

 

（４）事後措置 

  ①学校長の統括のもとで事後の対応や措置をとる。 

  ②全校や学級での適切な指導を行う。 

  ③全校児童に事故の状況を共有し、学年に合わせて適切な指導を行う。 

 

 

ア 連絡者（保護者・消防署・警察署・地域の方等）  

イ 名前、学年  

ウ ケガの有無、程度  

エ 搬送の有無、搬送先  

オ いつ、どこで（校区内・外の確認）  

カ 保護者への連絡の有無  

キ その他状況（自転車・歩行時・自動車乗車時等）  
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13 避難経路図

避難経路（１階）

Ａ経路

Ｂ経路

共同調理場

ＷＣ

学童保育

備 倉

蓄 庫 和 室 家庭室 調理室

庫

ＷＣ

職員

玄関

工 作 室 ひまわり

工作 ２年 ２の２ ２年 ２の１ １

準備室 学習室２ 学習室 1 ことば

運

動

児童 場

玄関 へ

ＷＣ

相談室

プレイ

ルーム

１年 １の２ １年 １の１ ひまわり 保健室

資料室 学習室 ２

運

体 育 館 動

場

へ

運動場へ
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避難経路（２階）

Ａ経路

Ｂ経路

ＷＣ

マ

第１ ル

理科室 理科 チ

準備室 第２理科室 図 書 室 教

室

ＷＣ

ＷＣ

倉 庫

会議室

プレイ室 ひま ひま

わり４ わり３ ４年 ４の２ ４年 ４の１

学習室２ 学習室１ 校長室

職員室

ＷＣ

屋上広場

ふるさと ３年 ３の２ ３年 ３の１ 放送室

資料館 学習室２ 学習室１

体 育 館

運動場へ
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避難経路（３階）

Ａ経路

Ｂ経路

ＷＣ

ラ

第１ ン

音楽室 音楽 チ

準備室 第２音楽室 多目的室 ルーム

ＷＣ

図画室 英語教室 児童会室 ６の２ ６年 ６の１ 人工芝

学習室１

ＷＣ

５年 資料室 ５の２ ５年 ５の１

学習室２ 学習室１

体 育 館

運動場へ
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1

2
3

4

5

6
7 8

9

10

津波避難地図
羽咋市 羽咋地区

※浸水域と要避難区域を避難対象区域と
します。しかし想定以上の地震が発生
する恐れがあります。避難対象区域外
にお住まいの方々も避難勧告等があり
ましたら十分にご注意ください。

津波による避難勧告等があ
りましたら速やかに高台へ
避難しましょう。

想定津波 （千里浜）
最大津波高：3.7ｍ
第一波到達時間：35分

凡　例

浸水深2.0m以上

浸水深2.0m未満

要避難区域

避難目標地点

避難方向

浸 水 深

要 避 難 区 域

避難目標地点

避 難 方 向

海 抜

陸上での津波による浸水の高
さです。2.0m以上と2.0m
未満に分けて表示しています。

浸水域ではありませんが、想
定外を見越して避難を要する
区域です。

危険区域から速やかに避難す
る際に目標とする地点です。

危険区域から高台への大まか
な避難方向です。 

避難場所施設および避難目標
地点付近にその地点の海抜を
標記しています。

：

：

：

：

：

１. 避難目標地点を目指す
２. 避難場所を目指す
※避難路は大きな道を基本として
　複数検討してください。

実際に避難路を書いてみましょう。

番号 避難場所施設名 電話番号

羽咋地区

羽咋工業高等学校

羽咋小学校

羽咋市役所

羽咋中学校

羽咋市民体育館

コスモアイル羽咋

こすもす保育園

羽咋体育館

羽咋市文化会館

羽咋高等学校

22-1193

22-0129

22-1111

22-1135

22-1135

22-9888

22-8181

22-3312

22-3311

22-1166

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

津波災害による避難場所施設一覧

20.3m

19.8m16.2m

10.5m

12.4m

3.2m

3.7m

3.5m

3.5m

12.3m

5.8m

4.8m
7.1m

14.6m

12.1m

12.1m
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